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○京都大学における公益通報者の保護等に関する実施要領 
令和４年５月３１日 

研究公正担当理事裁定制定 
（趣旨） 

第１条 この要領は、京都大学における公益通報者の保護等に関する規程（平成１７年達示第８

８号制定。以下「規程」という。）第１８条の規定に基づき、規程の実施に関し必要な事項を

定める。 
（定義） 

第２条 この要領における用語は、規程において使用する用語の例による。 
（公益通報書） 

第３条 通報は、原則として書面（電子メールを含む。以下同じ。）を通報相談窓口に提出又は

送付して行うものとする。 
２ 前項の書面の様式は別紙のとおりとする。 
３ コンプライアンス部は、受領した公益通報書の内容の一部又は全部に不備があるときは、相

当の期間を定めて、当該書面の補正を指示することがある。 
４ 担当理事は、前項の期間内になされた不備の是正の有無及び内容並びに不備が是正されない

場合における正当な理由の有無を参酌して、当該公益通報の受理又は不受理を判断するものと

する。 
（従事者について） 

第４条 担当理事は、規程第６条の２第１項第２号から第６号までに掲げる者のうち従事者とな

る者に対して、従事者として指定する旨を書面により通知するものとする。 
２ 公益通報対応業務を担う支援組織又は当該調査等の対象部局の長は、公益通報対応業務の実

施において所属する教職員を従事者に追加する必要があると認める場合は、当該教職員の所属、

役職及び氏名その他必要な事項を担当理事まで届け出るものとする。 
３ 担当理事は、第１項の従事者の指定を行う場合であって、当該教職員について前項に定める

届出を受けていたときは、第１項に定める通知のほか、当該届出に係る支援組織又は調査等の

対象部局の長に対し、従事者となる者の所属、役職、氏名、通報対象事実及び従事者指定日そ

の他必要な事項を通知するものとする。 
（総長又は理事からの独立性の確保について） 

第５条 通報相談窓口にて受領した通報のうち、総長又は理事に関係する事案については、通報

対象事実の調査及び是正措置の実施について事案の性質に応じ、当該関係する総長又は理事か

らの独立性を確保するために必要な措置を取る。 
（是正措置への取組について） 

第６条 担当理事は、支援組織又は当該調査等の対象部局の長に対し、必要に応じて、期限を定

め是正措置等に取り組ませるものとする。 
２ 担当理事は、是正措置等を適切に機能させるため、必要に応じて、改善の取組への協力を関

係する支援組織に求めるものとする。 
（公益通報対応業務における利益相反の排除について） 

第７条 公益通報対応業務について、通報対象事実の発覚や調査結果により実質的に不利益を受

ける者、公益通報者及び被通報者と一定の親族関係がある者等、事案に関係する者（以下、本

条において「関係者」という。）を公益通報対応業務に関与させないものとし、関係者が判明

した場合であって、当該関係者が公益通報対応業務に従事しているときは、当該関係者を当該

公益通報対応業務に関与させないものとする。 
（不利益な取扱いの救済等について） 

第８条 担当理事は、公益通報者に対し規程第６条第３項に定める公益通報の受理又は不受理の

通知を行う際に、救済及び回復の措置について併せて説明するものとする。 
（役員及び職員に対する教育・周知に関する措置） 

第９条 規程その他の公益通報に関する情報について、本学ホームページへの掲載等の適宜の方

法により、本学の役員及び職員に対し教育及び周知を行う。 
２ 本学の役員又は職員から寄せられる、公益通報対応体制の仕組みや不利益な取扱いに関する

質問・相談については通報相談窓口において応じる。 
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（調査結果の通知について） 
第１０条 規程第１０条に定める本調査の結果の通知に際しては、適正な業務の遂行及び関係者

の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において通知する。 
（公益通報対応体制の評価・点検） 

第１１条 規程第１３条の２に定める公益通報対応体制の定期的な評価・点検に際しては、通報

の内容及び件数、事前調査又は本調査の実施の有無、調査結果、是正措置等並びに当該是正措

置等の結果を確認し、検証するものとする。 
（運用実績の開示） 

第１２条 通報相談窓口に寄せられた内部公益通報に関する運用実績の概要を、適正な業務の遂

行及び関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において本学の役

員及び職員（退職者を除く。）に開示する。 
附 則 

この要領は、令和４年６月１日から実施する。 
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 
附 則 

この要領は、令和８年４月１日から実施する。 
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別紙 
 


